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（平成24年２月15日現在）千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員名簿（議員定数54名）

資格保険料課　☎043-308-6768
給付管理課　☎043-216-5013
総　務　課　☎043-216-5011

第１回定例会の
議案と議決結果

■�議案第１号　専決処分の承認を求めることにつ
いて（職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例）　� 【原案承認】

■�議案第２号　後期高齢者医療に関する条例の一
部を改正する条例の制定について�【原案可決】

■�議案第３号　後期高齢者医療制度臨時特例基金
条例の一部を改正する条例の制定について

　　　　　　　　　　� 　　　　【原案可決】
■議案第４号　第二次広域計画の策定について　
　　　　　　　　　　　　　　　� 　【原案可決】
■�議案第５号　千葉県市町村総合事務組合規約の
一部を改正する規約の制定に関する協議につい
て� 　　　　　　　　　　　　　　【原案可決】

■�議案第６号　平成23年度一般会計補正予算
　（第２号）　� 　【原案可決】
■議案第７号　平成23年度特別会計補正予算
　（第３号）　� 　　　　　　　　　　【原案可決】
■議案第８号　平成24年度一般会計予算　　　
� 　　　　【原案可決】
■議案第９号　平成24年度特別会計予算
� 　　　　　　　　　　　　　　　　【原案可決】
■�請願第１号　高齢者が安心して医療にかかれる
よう憲法25条と老人福祉法の「敬老の基本的
理念」にそった施策を求める請願書　�　　　　
　　　　　　　　　　　� 【不 採 択】

第１回千葉県広域連合議会
定例会が開催されました
２月15日に、平成24年第１回千葉県後期高齢者医療
広域連合議会定例会を開催しました。定例会では、平成
24年度と25年度の保険料を定める「後期高齢者医療に
関する条例の一部を改正する条例」、「第二次広域計画」、
「平成23年度一般・特別会計補正予算」や「平成24年度
一般・特別会計予算」などが審議され、左のとおり決定
しました。
一般質問には３人が登壇し、後期高齢者医療制度と広
域連合行政についての質問を行いました。

審議の様子

広域連合や市（区）町村などの職員を名乗る者から、不審な電話や来訪が県内外で数多く発生しています。
これらは振り込め詐欺などの犯罪につながる可能性がありますのでご注意ください。

　　　　　次のことに注意してください。
●口座番号・暗証番号などの個人情報を教えない　　●身分証、職員証などを確認する
●名前、電話番号を聞く　　●教えられた番号に電話しない
●最寄りの警察、広域連合またはお住まいの市（区）町村の後期高齢者医療担当窓口に問い合わせる

お問い合わせ
総務課 ☎043-216-5011
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